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警察庁、法務省J及び厚生労働省の三省庁による「不法就労等

外国人対策に係る具体的施策についてj の策定について

標記について、平成 23年 5月 18日に開催された三省庁の担当課長を構成員とす

る不法就労外国人対策等協議会において、5JIJ添 1のとおり取りまとめられたので、了

知されたい。

また、不法就労等外恩人労働者問題地方協議会設置要綱が別添 2のとおり改正され

たので、併せて了知されたい。



不法就労等外国人対策に係る具体的施策について

平成 23年 5月 18日

警察庁

法務省

厚生労働省

警察・法務・厚生労働三省庁は，平成 23年 3月4日に開催された局長連絡会議におい

て， r不法就労等外国人対策についてj の蒸本合意が関られたことを受け，不法就労等外

国人対策をより強力に推進していくため，東日本大震災の被災地域の実情にも配慮しつつ，

下記のとおり具体的な対策を執ることとする o

なお，内閣官房副長官補家では，本年も 6月に外国人労働者問題啓発月間の実縮を予定

していることから，下記言者対策については，同月間に合わせて取組みを強化することとす

る。

百己

1 不法就労等事業の取締りの強化

(1)警察，入国管理局による合同摘発の推進及び労働局による強制捜査等の連携の強化

都道府県警手察及び地方入国管理胤は，不法就労等事案の取締りに向けた合同摘発を

推進することとし都道府県労働局は 当該合同摘発に係る事業主に労働基準関係法

令違反が認、められ強制捜査等を実施する場合には，事案に応じ，都道府県勢察及び地

方入国管課局との連携を図ることとするなど，取締体制の連携を密lこする。

( 2 )警察及び入国管理局による不法就労助長及び人身取引に係る事犯等の取締りの強化

と取締りに伴い発見された人身取引被害者の保護

都道府県軍事察及び地方入国管浬局は，不法就労助長及び人身取引に係る事犯等の解

明に努めるなど，その取締りを連携して強化するとともに，人身取引被害者を認知し

た際は適切な保護措鐙が講じられるよう努める。

(3 )入国管理局による悪質なブローカー，雇用主の警察に対する告発・通報

地方入国管理局は，不法就労に係る被摘発者について，その詳細な笑態の解明を行

うなどして，不法就労を誘発している関係者の情報入手に努め，悪質なブローカ~- . 

雇用主が関与する不法就労事犯の都道府県警察に対する告発・通報を積極的に行久

2 不法滞在者及び偽装滞在者の摘発等の強力な推進と各種悪質事案の取締りの強化

(1)警察及び入国管理局の合問機発による連携強化

都道府県警祭及び地方入国管理局は，不法i帯復者及び偽装滞在者の取締りにおけそ〉

合同摘発をより 層強力に推進することとし，各種悪質事案の取締体制の連防4知11.

する。



( 2 )警察及び入国管理局による入管法第 65条の積極的な活用

都道府県警察及び地方入国管理局は，入管法第65条に基づく入国警備官への被疑

者の引渡し制度を引き続き積極的に活用する。

( 3 )悪質な外国人犯罪に対する厳正な刑事処分

都道府県笹察は，悪質な外国人犯非に対して厳正な刑事処分がなされるよう捜査を

行うこととし，地方入国管理局はこれに協力するものとする。

(4 )入国管理局による偽装滞在者に対する在留資格取消しの積極的な実施

地方入国管理局は，在留資絡に該当する実態がない偽装滞在者に対し，在街資格取

消し制度等を右~l量的に適用する。

3 事業主団体等に対する行政指導及び啓発活動の強化

(1)都道府県等を単位とする警察，入国管理局及び労働局による事業主団体等に対する

説明会の開催

都道府県響祭，地方入国管理局及び都道府県労働局(以下「三省庁の各地方関係機

関」としづ 。)は，各所管業界団体等への指滋を行うとともに，事業主団体に対する

説明会を開催するなど不法就労等外国人対策に係る理解と協力を求め，これら事業主

団体の会員事業主等への指導・啓発を要5liする。

(2 )関係機関の連携による，外国人履用状況届の履行の徹底と，不法就労紡止のための

事業主に対する指導の促進

三省庁の各地方関係機関が述統をとり，事業主団体の会員事業主に対し外国人雇用

状況屈の履行の徹底に理解と協力を求めるとともに，不法就労等外国人対策に係る，

これら事業主等に対する指導・啓発を促進する。

4 不法就労外国人及び悪質なブローカー・雇用主等に関する緊密な情報交換

(1)警察庁，法務省及び厚生労働省による各第一線機関での情報交換の実施状況のフォ

ローアップ

三省庁は，実効ある不法就労等外国人対策に資するため，随時，協議会を開催する

などして，情報交換に努めるとともに，三省庁の各地方関係機関が不法就労外国人の

実態やその誘因となっている怒質なブローカー ・雇用主等に関して，積極的な情報交

換を図っていくため，その実施状況のフォローアップを行う。

( 2 )雇用対策法第 29条に基づく厚生労働省から法務省への情報提供

厚生労働省は，雇用対策法第 29条に基づき法務省の求めに応じ情報提供を行い，

法務省はこれらの情報を有効に活用して，不法就労等外国人対策を推進する。

5 不法就労防止に向けた圏内及び海外広報の積極的実施
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(1)警察，入国管理局及び労働局等による広報 ・啓発活動の推進

ア 三省庁による国外広報 ・啓発活動

不法就労等外国人を多く送出する国に対して，在日外国公館，在外日本公館，在

日外国報道機関加胞団体等を通じ，また，当該国を含む各種国際会議， 二国間協議

等の場において，我が国における外国人労働者受入れに関する基本政策及び来日外

国人による犯罪の発生状況 ・不法就労外国人の実態等を説明するなど，不法就労等

企図者の送出防止に向けた広報 ・啓発活動の実施に努める。

イ 三省庁による国内広報 ・啓発活動

(ア)三省庁によ る広報啓発活動の推進

a 警察庁は r来円外国人犯罪対策及び不法滞在 ・不法就労防止のための活動

強化月間Jを設定し，都道府県野察における①雇用主等に対する不法就労防止

のための指導啓発，②在儲資絡を有する外国人の失綜防止対策，③パンフレッ

ト等による広報等を行うものとする。

b 法務省は，①事業所に対するパンフレッ トの配布，②地方自治体， 商工会等

へのポスターの掲示依願，③インターネット(法務省ホームベージ)による広

報の推進を実施寸る。

C 厚生労働省はj ①ポスター・パンフレアトの作成及び配布， ②外国人労働者

問題について事業主団体や個々の事業主に対する周知， 啓発活動を実施寸る。

(イ)三省庁の各地方関係機関による広報啓発活動の推進

三省庁の各地方関係機関は，独自に又は不法就労等外国人労働者問題地方協議

会として，不法就労外国人の雇用防止に向けた事業主団体等への広報啓発活動を

展開する。

( 2)不法滞在者の自発的な出頭を促すための出国命令制度等の積極的な広報活動の推進

地方入国管理局は，不法滞在者の自発的な出頭を促すために，積極的に出国命令市|

度等の広報活動を展開する。
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不法就労等外国人労働 者問 題地 方協 議会 設置 婆綱

目的

平成4年4月 23日

(改正平成 9年 2月 5日)

(改正平成10年 5月 25日)

(改正平成12年 5月 18日)

(改正平成13年 3月 6日)

(改正一 平成14年 3YI 6日)

(改正平成15年 3月 5日)

(改正平成16年 5月 26日)

(改正平成17年 3月 16日)

(改正平成17年 5Ji 2 6日)

(改正平成18年 5月 23日)

(改正平成19年 5月 22日)

(改正平成20年 5月 23日)

(改正平成21年 5月 20 I~) 

(改正平成22{1三5月 27日)

(改正平成23年 5月 18日)

1 不法就労外国人をはじめとする外国人労働者に関する諸問題について，関係行政機関が連燐してこ

れらの問題に係る施策の効果的かっ円滑な実施を図るため，不法就労等外凶人労働者与問題地方協議会

(以下「協議会j とし、う o )を設置する。

(協議事項等)

2 協議会は 1の目的を達成するため，次に掲げることを行う。

(1) 不法就労外国人をはじめとする外閑人労働者に隠する情報の交換

(2) 不法就労外国人をはじめとする外国人労働者に関する諸潤題に係る純策の実施についての協議

( 3 ) 入管法に基づく基準省令の運用，処分状況に関する意見交換

(4) (1)から(3 )までに掲げるもののほか， 1の岱的を達成するために必要な事項の検討

組織

3 本協議会は別表 1の地区プロック毎に設澄し，警察庁及び都道府県警察(以下「警察庁等j とい

う。)並びに法務省，厚生労働省の実務担当者で組織する。

( 2 ) 協議会の構成員は別表 2に掲げる殺にある者をもって充てる。

(幹事会 )

4 協議会には，幹事会を設笹する。

( 2 ) 幹事会の構成員は別表 3に掲げる織にある者をもって充てる。



(代表幹事)

5 幹事会は，代表幹事3名を幹事会の警察庁等及び法務省，厚生労働省の構成員から各 1名ずつ選出す

る。

( 2 ) 代表幹事の内 I名を当番代表幹事とし，交替でその任に当たる。当番代表幹事の任期は 1年とする。

( 3) 協議会及び幹事会は，代表幹事が召集し，議長は当番代表幹事が行う。

(4) 協議会及び幹事会の庶務は，当番代表幹事が行う。

(5) 代表幹事は必要があると認めると きは， 協議会又は幹事会に構成員以外の者の出席を求める ことが

できる。

(会議の開催)

6 協議会は，年 1回開催する。

(2) 幹事会は，年 2回開催寸 ることと し， 必~に応じて臨時会を開催する。
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日1)表 1 地区ブロック表

地区 会臼記 轄 都1 道 府 県

北海道 北海道

東北 青森県，岩手県，宮城県，秋IE県， I Li形県，福島県

茨城県，栃木県】群馬県， j南E県，千葉県 P 東京都，神奈川県，新潟県

関東

山梨県，長野県

中 部 富山県，石川県，福井県，岐阜県，静岡県，愛知県， つ重県

関関 滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県

中 国 鳥取県，烏根県，岡山県， J.よ烏HZ，山口県

院l 隠 徳島県，香川県，愛媛県，尚知県

九州 福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，艇児島県，沖縄県



別表2-1北海道地区

警察庁 法務省 厚生労働省

北極道警窮本剖外事臨畏 札幅高等検察庁倹事 北梅道労働局労働基横田監督課長

北海道笹森本部保安課長 関陣地方検察庁検事 北海道労働局職韮安定都職業対開眼畏

北梅道警察本部血膿把揖対軍課長 札幌入国管理局肱務課長

札幌入国管理局首席審査官

札幌入国菅理局首席入国警備官

[陪席] [陪席]

北極道警祭旭川方面本剖警備課長 北梅道肯冊局職輩安定師職業対前理曹長補佐

北極道警覇胞川方面本部生活安全課長 北海道労働局労働基箪部地方労働基期監串監督官

北海道事務旭川方面本部捜査臨長

北悔道警務動l路方面本凱嘗備盟長

北悔遺書務釧路方面本部生活安全課長

北極道警務釧路方面本剛捜査聾長

北海道警察北見方面本剖曹備課長

北梅道警寝北見方面本部生活安全課長

jt梅道警察北見方面本師III!査謀長

北海道警察函館方面本剖嘗備課長

北梅道警察函館方而本剖生活安全課長

北悔道嘗務函館方[市本剖出査課長

北海道嘗策本部外事臨統活官

北出道警務本部保安盟統括官

北梅道警務本朝包堕型車XI描;~統括官

別表2-2東北地区

事務庁 法輯省 厚生労働者

東北管区警酪局広峨開盤揮課長 仙台高等検轄庁検事 宮摘労働局労働基狼剖監傍線長

東北管区普串局広峻醐舵部二臨長 開僻地方瞳需庁植本 ι拙古働問職業安定師職革対前線長

宮城県警務本部外~IJ:韓長 仙台入国管理局臨時館長

宮崎県警務本部生活盟境盟長 仙台入国管理局首席審査官

仙台入国管理局廿席入国替醐官

[陪席] [階席]

青森県警熊本部外事謀長 全身県労働局職業安定剖職業対策課謀長補佐

背轟県警策本部保安盟長 協l係労働同労働基準部地方労働革触監酪監管官

岩手県普策本部参事官嫌公安韓民

岩手県警務本部生1吉田境田長

世間県警稿本削首席省彦事官兼官接備軍一課長

秩悶県警務本部生活闇境E県民

山形県警串本師惨事官縦書備簡一課長

山形県警務本部生活環境盟畳

福島県警務本師a幹事官兼外事県長

福盆県警旗本師生活環壇課長

東北管区警串局広康調型車前 理理長補佐

東北管区警察局広犠醐瞳揖ニ銀謀長補佐

宮雄県警務本部外事眼臨長補佐

宮崎県警索本師生活関境課課長補佐



日'i表2-3関東地区

警察庁 法務省 厚生労働省

関東管区警祭局広域調整第 課長 東京高?等検察庁検事 東京労働局労働基準部監督課長

関東管区笹祭局広域調整第二課長 関係地方機察庁検事 東京労働局職業安定部職業対策課長

警視庁保安課長 東京入匡管理局総務課長

警視庁組織犯罪対東第 課長 東京入国管理局首席審査官

(審査管建部門i

東京入国管理局首席入閣警備官

(調査企画部門)

[陪席] [階席] [倍席]

荒措県警察本部外事課長 東京入国管理局絞括審査官 各都県労働局職業安定部職業対東課課長補佐

茨城県警察本部生活安全総務課長 (就労審査部門) 1期保労融局労輯基準部地方労働基準監察監特有

ま城県警察本部組織犯罪対策課長 東京入国管理局統括審査官

栃木県警察本部警構第 課長 (実態調査部門)

栃木県警察本部生活安全企蘭課長 東京入国管理局統話入国警備官

栃木県警察本部組織犯罪対東第課長 (調査企画部門調査企画担当)

群馬県警察本部外事課長 東京入国管理局杭瓶入国警舗官

群馬県警察本部生活環境課長 (調査第部門摘発企画担当)

群馬県普察本部組織犯罪対策第課長 東京入国管理局統括入国警備官

矯玉県警察本部外事課長 (調査第二部門特別調査企画担当)

埼玉県警察本部生活環境事 課長 東京入悶管理局統括入居帯備宮

埼玉県鞍察本部生活環境第二課長 (調査第三部門、調査企画担当)

続玉県警察本部組織犯罪対策課長 東京入国管理局横浜支局首席入国替備官

橋玉県警察本部悶際捜査課長 (企画管理調査部門)

千葉県警察本部外事課長 東庄、入国管理局成田空継支周首席審査官

千葉県警察本部風情保安課長 東京入間管理局羽田空港支局首席審査官

千葉県警県本部間際捜査課長 東京入国管理局水戸出張所長

神奈川県警串本部外事課長 東京入国管理局宇都宮出張所長

神奈川県警察本部生活保安課長 東京入国管理局高崎出張所長

新潟県警察本部外事課長 東京入国管理局さいたま出張首長

新調県普察本部生活保安課長 東京入隠管理局干葉出曜所長

新楓県警察本部組織犯罪対策課長 東京入国管理問新宿出世所長

山梨県警察本部嘗情第 課長 東京入閣管理局東部出張所長

山梨県警謀本部生活環境課長 東京入国管理陥立川出張所長

長野県警察本部響櫛第一課長

長野県警察本部生活環境課長

長野県警察本部組織犯罪対策謀長

関東管区警察局H域調整第 課課長補佐

関東管区警察局広域調技第二課課長補佐

嘗視FT保安課保長

警祖庁組織犯罪対粛第 課係長



別表2-4中部地区

普務庁 法璃省 厚生古1跡古
中前管区警需局広峨醐盤昔前 課長 名古屋高等抽翁庁検事 畳知労働問労働基準剖監督盟長
中部管区警嵩局広域開盤第二限長 関保地方検察庁織事 霊知労働局職業安定剖職業対策E集長
畳知県警務本部外事課長 名古屋入国管理局龍詰課長

量知県警串本部保安理長 名古屋入国管理局首席審査官

(審査菅理部門}

名古里入国管理局首席入図書備官

(企画管理部門)

[階席] [陪席] [陪席]
静岡県警策本部外務課長 名古屋入国管理局甘席審査官 11-品労働問聴講安定剖職業対世課盟E補佐
静岡県警旗本部保安課長 (実態調査部門) 関係肯働局労働基準部地方労働基憎監模監督官
富山県警策本部公安課長 名古屋入国管理局統括審査官

富山県警察本部生活環境謀長 (就労審査部門)

石川県警務本部首席参事官萩公安課長 名古屋入国菅理局統括審査官

石川県警窃本部生活環境課長 {留学研修審査部門)

福井県警察本部参事官通貨公安課長 名古屋入国管理局柾括審査官

福井県警熊本部生活環境課長 (永住審査剖門)

岐阜県警務本部警備第一謀長 名古屋入国管理局統括入国普棚官

岨阜県普策本部生活環境盟長 (問責措一部門、摘揖第一担当)

三重県警察本部首席参事官(警備餌一課長) 名古屋入国管理局統借入図書備官

三重県警務本部生活環揖課長 (嗣査第二部門、調査企画担当)

三重県警窮本部国際捜査課長 名古屋入国管理局中部空港支局首席審査官

中部管区警務局広犠岡聾第一理課長補佐

中部管区警需局広域調聾簡二課課長補佐

霊知県警旗本部外事現課長補佐

霊知県警騎本師保安眠臨岳補佐

日'i安2-5関西地区

瞥務庁 怯務省 厚生労働官
近世管区普轟局広域醐艶簡盟民 大阪高等横車庁検事 大阪労働1;:'労働基準部監督盟長
近瞳管区嘗事局広核調整第二眼畏 関幌地方抽詰庁綾事 大阪労働局職業安定期聴衆対措盟畏
大阪府警察本部外事盟長 大阪入国管理局総務盟畏

大阪府警策本部生活揖境課長 大阪入国管理局首席審査官

大師府警熊本師団陪出資課長 (審査管理部門}

大阪入国管理局首席入国替備官

(企画管理部門)

[陪席] [陪席] [陪席]
世賀県警熊本剖瞥曲第一謀長 大阪入国管理局統括審査官 各府県労働局職業安定都職員長対踊盟盟長繍住
措置県警東本部生活環境理長 (就労永住審査部門) 関陣暫働J;.)労働基t腰部地方労働基摘監務監督官
由貿県警宗本師捜査商 標園開把罪対策室長 大阪入国管理局証括審査官

京都府警宗本部外事線長 (実瞳調査部門)

京都府警察本部生活安全対簡謀長 大阪入国管理局統括入図書備官

京都府警務本師組雌犯罪対策第一課長 [調査簡師門‘描亮企画担当)

兵庫県警務本部外事謀長 大阪入国管理局統括入国普楠官

兵陣県警務本剖生活環境眠長 (聞査節三剖門、開査企聞担当)

事良県警旗本部署備第一線長 大阪入国管理局神戸支局首席入国笹棚官

高良県警察本部生活園唆課長 大阪入国管理局関西空港支局首席審査官

高良県警務本部組描犯罪対軍第課長

和歌山県警宿本部公安理長

和世山県警察本部生活環境課長

近畿管区警需局広犠四盤軍一課課長補佐

近酷管区警察局広瞳醐盤軍二醒盟長補佐

大阪府警察本部外事課課長補佐

大阪府警謀本部生活環境眠課長補佐

大阪府警積本剖保安課謀長補佐

大阪府警務本部国際檀査理課長補佐

大阪府警串組踊犯罪対策本部

来日外国人犯罪対策担当補佐



別表2-6 中園地区

警策庁 法草省 厚生労働省

中国管区警察局広岐調整第一課長 広島高等検車庁検事 広島労働局労働基準部監督課長

中国管区警察局広峻調盤第二課長 関保地方検覇斤検事 広島哲働局職業安定都職業対置謀長

広島県警標本部参事官策組織犯罪対東課長 広島入自管理局総轄課長

広島県警察本部参事官兼外事課長 広島入国管理局首席審査官

広島県警類本部生活環境課長 (入国・在留審査部門)

広島入国管理局首席入国書備官

[陪席〕 [陪席]

鳥取県警察本剖総括参事官兼笹備第一課長 各県労働局職業安定部職業対描課課長続住

鳥取県警熊本部胞括参事官兼生活安全企画課長 間部労働局哲働基準部地方労働基準監鏡監督官

島後県警察本部参事官費府警備第一課長

島恨県警熊本部生活環境課長

岡山県警察本割参事官兼外事課長

岡山県警串本部参事官旅生活環境課長

山口県警串本部外事課長

山口県警察本部生活聞境課長

中国管区警嵩局広峻銅盤揖 課課長補佐

中国管区警需局広場開盤第二課課長補佐

広島県警察本部外事lJI謀長補佐

広助県警策本剖生世田境醇lr!長補佐

日'1表2-7阻園地区

普轄庁 法務省 厚生労働省

四国管区普串舟広場調盤第課長 高松高等検務ff桔都 香川労働局労働基準剖歓官課長

四国管区瞥自問広域割瞳第二課長 l拡系地方倹損庁検事 香川労働局職業安定剖職業対策課長

香川県警串本部参事官兼公安課長 高松入国管理局総務保長

香川県警策本部生活環境課長 高松入国管理局古席審査官

高松入国管理局首席入国警耐官

[陪席] [陪席]

徳島県警察本部参事官嫌公安線長 各県背働局職難安定部職業対語課牒長補佐

徳島県警察本部生活関境謀長 関係肯(動向労働基機部地方労働基準監鈴監督官

徳島品普熊本師出査第一眼長

畳媛県警鎖本剖参事官蝦外事対簡室長

畳媛県警務本部生活環境謀長

世媛県警鎖本部参事官発表tJU:依犯罪対措課長

高知県警務本部参事官兼暫伽開一課長

高知県警祭本部生活開境課長

高知県警領本部組踊犯罪対措課長

四国管区普需局広犠醐整第一課課長補佐

四国管区警酪局広犠調整第二課聾長補佐

香川県警察本部公安臨外事対置室長

香川県警策本部公安課外事対策室室長補佐

香川県警熊本部生活環境課長補佐



別表2-B九州地区

警察庁 法務省 厚生労働省

九州管区警察局広域調整第課長 福岡高等検察庁検事 福岡労働局労働基準部監督課長

九州管区警察局広域調整第二課長 関楳地方検祭庁検事 福岡労働局品業安定都職業対策課長

福岡県警察本部外事課長 福岡入国管理局総萌課長 沖縄芳働局職業安定部職業対策課長

福岡県警察本部組織犯罪対策課国際棲査室長 福間入血管理局首席審査官

福岡県警察本部生活環境課長 (入国在留審査部門)

沖縄県警察本部外事課長 福岡入国管理局首席入国嘗備官

沖縄県警察本部生活保安課長 福岡入国管理局那覇支局芝府入国嘗備官

[陪席〕

[陪席] 福岡入匡管理局統括入国替備芭 [陪席〕

佐賀県警祭本部警備第課長 (違反論査扱当) 各県労働局職業安定部職業対策課謀長補佐

佐賀県警察本部生活環境課長 福岡入国管理局鹿児島出張所長 間部労働局労働基準部地方労働基準監察監督官

長崎県警察本部外事課長

長崎県警察本部生活安全企画課長

括本県警察本部外事課長

熊本県警察本部生活環境課長

大分県警察本部警備第一課長

大分県警察本部生活環境課長

宮崎県嘗察本部警備第一課長

宮時県警察本部生活環境課長

鹿児島県警察本部公安課長

鹿児島県警察本部生活環境課長

九州管区帯察局広域調整第一課課長補佐

九州管区瞥察局広域調整第二課課長補佐

福岡県警察本部外事課課畳補佐

福岡県警察本部組織担罪対粛操毘際捜査室室長補i佐



別委3-)北海道地区

嘗祭庁

北梅道警察本部外事課長

北海道警察本部保安課長

北海道普串本部組織犯罪対置課長

別表3-2東北地区

普祭庁

東北管区警察局広暗調整第課長

東北管区警串局広峻調整第二課長

宮拙県警串本部外事課長

宮描県警察高本部生活環境課長

別表3-3 関東地区

苦痛庁

聞東管区警県局広犠調整第一眼長

関東管区警嵩同広暗闇整第二課長

普視庁保安課長

警視庁組融犯罪対置第一規長

日目安3-4 中剖地区

普轄庁

中部管区笹轄局広埴調整第 盟長

中部管区事串局広暗闇盤第二駅長

霊知県警串本部外事県長

霊知県普串本部保安謀長

別表3-5関西地区

警務庁

近後管区警串局広峻嗣盤第一課長

近後管区警槙局広暗闘盤第二課長

大阪府警察本部外事課長

大阪府警需本部生活環境課長

別表3-6 中園地区

警察庁

中国管区警察局広埴調整第課長

中国管区警開局広核調整第二課長

広島県警県本部参事官兼粗描犯罪対軍課長

広島県警察本部参事官兼外事課長

広島県警串本部生活環境課長

法務省

札瞬入国管理局臨時課長

札棋入国管理局首席審査官

札幌入国管理局首席入図書儒官

怯務省

仙台入国管理局総務謀長

仙台入国管理局首席審査官

仙台人国管理局首席入国警備官

法務省

東京入国管理局肱輯課長

東京入国管理局首席審査官

(帯査哲理部門)

東京入国管理局首席入国瞥師官

(潤宜企画剖門)

法務省

名古屋入国管護局肱務牒長

名古屋入国廿理局首席審査官

(官査管理剖門)

名古屋入国管理局首席入国笹備官

{企画管理部門)

怯務省

大阪入国管理局緯輯県長

大阪入国管理同首席審査官

(審査管理剖門)

大瓶入国管理局首席入国普闘官

{企画管理部門)

陸務省

広島入国管理局棒高課長

広島入国管理局首席審査官

(入国在留審査部門)

広島入国管理局首席入国警備官

厚生労働省

北海道労働局労耐基準部監官課長

北海道労骨局職聾安定師職業対置謀長

厚生労働省

宮埴#働局肯働基準部監菅課長

宮崎労働局職業安定剖職業対車課長

厚生労働省

東京労働局労働基t腰部監骨課長

東京労働局職革安定都職業対前課長

車生者働省

世保l労働局労働基2腹部監督課長

畳知労働局職業安定部職業対揖E県長

厚生労働省

大阪肯働局芳働U;i'.絶剖監菅臨畏

大阪労働局職襲安定部職業対策課長

厚生労働省

広島労働局労働基準部監督課長

広島労働局職業安定剖職業封簡謀長



別表3-7困問地区

警察庁

四国管区警察局広域調整第 課長

四富管区警察局広域調整第二課長

香川県警察本部参事官兼公安課長

香川県警察本部生活環境課長

別表3"，，-8九州地区

警察庁

九州管区警察局広域調整第一課長

九州管区警察局広域調整第二課長

福岡県普察本部外事課長

福岡県警祭本剖組織犯罪対策課箆際機査室長

福岡県警察本部生活環境詳長

glJ表:3--9沖縄地区

警察庁

沖縄県警熊本部外事課長

沖縄県智察本部生活保安課長

法務省

高松入悶管理局総務課長

高松入雷管理局言席審査官

高松入国管理局首席入国警備官

法務省

福岡入歯管理局総務課長

福岡入悶管理局首席審査官

(入問在留審査部門)

福岡入国管理局首席入国軍事備官

法務省

福岡入国管理局那覇支局総務課長

協同入国管理局那覇支局首席審査官

福間入問管理局那覇支局首席入閣普儲宮

厚生労働省

香川労働局労働基準部監督課長

香川労働局職業安定部職業対策課長

厚生労働省

福岡労働局労働基準部設官課長

福岡労働局職業安定部職業対第謀長

厚生労骨古

沖縄労柚局労働基準郎監骨課長

沖縄労働局職業安定部職業対東課長


